
平成30年７月１日号 1213

国民年金保険料を納めることが難しいときには…
７月から「免除｣｢納付猶予」申請の受付を開始
　所得が少ないときや失業等により国民年金保険料（平成 30 年度 16,340 円／月）を納めることが経
済的に困難な場合には、保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や、猶予となる「納付猶予制
度」を利用しましょう。

　

７
月
２
日
㈪
か
ら
平
成
30
年
度
分

（
平
成
30
年
７
月
～
平
成
31
年
６
月
）

の
申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す
の
で
、

利
用
希
望
者
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
は
原
則
、
毎
年
度
必
要
で
す
。

　

な
お
、
昨
年
度
に
全
額
免
除
又
は

納
付
猶
予
の
承
認
（
特
例
申
請
に
よ

る
承
認
を
除
く
）
を
受
け
た
人
で
、

あ
ら
か
じ
め
翌
年
度
以
降
の
継
続
申

請
を
希
望
し
て
い
る
場
合
は
、
今
年

度
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
後

日
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ
れ

る
審
査
結
果
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
保
険
料
免
除
制
度

　
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
は
、
申

請
書
を
提
出
い
た
だ
き
、
申
請
後
に

承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
免

除
さ
れ
ま
す
（
表
１
参
照
）。

◆
納
付
猶
予
制
度

　
本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
は
、
申
請
書
を
提

出
い
た
だ
き
、
申
請
後
に
承
認
さ
れ

る
と
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
（
表
１
参
照
）。
な
お
、
対
象

年
齢
は
、
平
成
28
年
６
月
ま
で
の
期

間
は
30
歳
未
満
、
平
成
28
年
７
月
以

降
の
期
間
は
50
歳
未
満
と
な
り
ま
す
。

※
両
制
度
と
も
申
請
時
点
か
ら
２
年

１
か
月
前
ま
で
遡
っ
て
申
請
で
き
ま

す
が
、
申
請
が
遅
れ
て
保
険
料
を
未

納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
将
来
の

老
齢
基
礎
年
金
や
病
気
・
事
故
な
ど

に
よ
る
障
害
・
死
亡
等
の
万
一
の
際

に
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
を
受
け
ら

れ
な
い
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申

請
は
お
早
目
に
お
願
い
し
ま
す
。
免

除
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
と
将
来

の
年
金
受
給
と
の
関
係
は
表
２
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
。

【
失
業
等
に
よ
る
特
例
申
請
】

　
失
業
等
を
理
由
と
し
た
申
請
（
＝

特
例
申
請
）
の
場
合
に
は
、
失
業
し

た
人
（
配
偶
者
・
世
帯
主
も
含
む
）

の
所
得
に
つ
い
て
は
審
査
対
象
か
ら

除
か
れ
ま
す
。

　
特
例
申
請
が
可
能
な
期
間
は
、
失

業
日
（
＝
退
職
日
の
翌
日
）
を
起
算

日
と
し
て
、
そ
の
前
月
か
ら
翌
々
年

の
６
月
ま
で
で
す
。

《
申
請
方
法
》

申
請
場
所　

市
民
課
国
民
年
金
係

（
市
役
所
１
階
）
又
は
市
民
福
祉

課
（
ア
ス
ピ
ア
こ
だ
ま
）

持
参
す
る
も
の　
①
年
金
手
帳
又
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
若
し
く

は
通
知
カ
ー
ド
と
運
転
免
許
証
等

の
本
人
確
認
書
類
）、
②
印
鑑
、
③

特
例
申
請
を
す
る
人
は
、
失
業
し

た
こ
と
の
わ
か
る
「
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
」「
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
」「
退
職
辞
令
（
公
務

員
）」
等
の
い
ず
れ
か
の
コ
ピ
ー★保険課☎㉕１２４５

表１　免除等の所得基準額（所得審査対象者全員の前年所得が下記の計算式で計算した金額以下であること）
所得基準額

全額免除・納付猶予 （扶養親族等の数＋１）× 35 万円＋ 22 万円
４分の３免除 78 万円＋（扶養親族等の数× 38 万円※）＋社会保険料控除額等
半額免除 118 万円＋（扶養親族等の数× 38 万円※）＋社会保険料控除額等
４分の１免除 158 万円＋（扶養親族等の数× 38 万円※）＋社会保険料控除額等
※扶養親族等のうち、老人控除対象配偶者及び老人扶養親族（70 歳以上）の場合は 48 万円、特定扶養親族（19 歳～ 23 歳未満）
及び 16 歳から 19 歳未満までの扶養親族の場合は 63 万円。

表２　免除等と将来の年金受給との関係
老齢基礎年金 障害基礎年金・遺族基礎年金

受給資格期間 年金額 保険料納付要件
全額免除

算入される

８分の４が反映

算入される
４分の３免除 ８分の５が反映
半額免除 ８分の６が反映
４分の１免除 ８分の７が反映
納付猶予・学生納付特例 反映されない
未納 算入されない 反映されない 算入されない
※一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。また、免除等を受けた
期間は、10 年以内であれば後から保険料を納めること（＝追納）ができ、追納すると将来受け取る年金額は減少しません。
年金額への反映率は、平成 21 年４月に改定されました。

★市民課国民年金係☎㉕１１１４、市民福祉課☎�１３３３、熊谷年金事務所☎０４８―５２２―５０１２

後期高齢者医療制度で医療を受けている人へ
◆
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が

８
月
１
日
に
更
新
さ
れ
ま
す

　
新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
（
以
下
、
保
険
証
）
を
７
月
中

旬
に
簡
易
書
留
で
送
り
ま
す
。
７
月

末
日
ま
で
に
届
か
な
い
場
合
は
、
お

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。
古
い
保
険
証

は
、
保
険
課
（
市
役
所
１
階
）、
市

民
福
祉
課
（
ア
ス
ピ
ア
こ
だ
ま
内
）

の
窓
口
へ
返
却
又
は
記
載
内
容
が
わ

か
ら
な
い
よ
う
に
ご
自
身
で
処
分
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
割
合
が

見
直
さ
れ
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
が
医
療
機
関
で
受
診
す
る
際
の
自

己
負
担
割
合
は
、
前
年
中
の
所
得
等

を
も
と
に
判
定
を
行
い
ま
す
。
負
担

割
合
は
新
し
い
保
険
証
に
記
載
し
て

あ
り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
に
つ
い
て

　
被
保
険
者
が
住
民
税
非
課
税
世
帯

（
世
帯
全
員
が
所
得
の
申
告
を
お
済

み
で
住
民
税
非
課
税
の
世
帯
）
の
人

は
、
申
請
に
よ
り
医
療
機
関
で
の
支

払
い
が
負
担
区
分
に
応
じ
た
金
額
ま

で
と
な
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
（
以
下
、
限
度
額
認

定
証
）を
発
行
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

前
年
度
に
限
度
額
認
定
証
を
発
行
さ

れ
て
い
る
人
で
、
今
年
度
も
非
課
税

世
帯
の
人
に
は
新
し
い
限
度
額
認
定

証
を
７
月
下
旬
に
送
り
ま
す
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
が
改

定
さ
れ
ま
す

　
保
険
料
率
は
、
法
律
に
よ
り
２
年

に
一
度
見
直
さ
れ
ま
す
。
今
年
度
保

険
料
率
が
改
定
と
な
り
ま
し
た
。

改
定
前

　
平
成
28
、
29
年
度
の
保
険
料
率

　
均
等
割
額　
４
２
、０
７
０
円

　
所
得
割
率　
８
．
３
４
％

改
定
後

　
平
成
30
、
31
年
度
の
保
険
料
率

　
均
等
割
額　
４
１
、７
０
０
円

　
所
得
割
率　
７
．
８
６
％

◆
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ

た
人
の
軽
減

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
と
な
る
前
日
に
お
い
て
、
被
用
者

保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険

者
は
、
所
得
割
額
が
か
か
ら
ず
、
均

等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
の
少
な
い
人
に
対
す
る
均
等

割
額
の
軽
減
に
も
該
当
す
る
場
合
、

軽
減
さ
れ
る
割
合
の
多
い
方
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

◆
所
得
割
額
の
軽
減
の
廃
止

　
「
賦
課
の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
」

が
58
万
円
以
下
の
人
に
対
す
る
所
得

割
額
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て
は
平
成

30
年
度
以
降
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

◆
保
険
料
の
納
め
方
に
つ
い
て

　
決
定
通
知
書
等
を
７
月
中
旬
に
送

り
ま
す
。
決
定
通
知
書
等
が
届
き
ま

し
た
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
納
め
方
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

指定管理者を募集します
①
旧
本
庄
商
業
銀
行
煉
瓦
倉
庫

　
絹
産
業
で
発
展
し
た
本
庄
市
の
歴

史
を
伝
え
る
煉
瓦
造
の
施
設
で
す
。

情
報
発
信
及
び
交
流
の
場
と
し
て
幅

広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

施
設
概
要

○
所
在
地　
銀
座
１
―
５
―
16

○
設
置
時
期　
平
成
29
年
４
月
１
日

○
構　
　
造　
鉄
骨
造
一
部
木
造

○
敷
地
面
積　
１
、
１
９
３
．
７
０
㎡

◯
建
物
面
積　
７
１
１
．
３
３
㎡

○
施
設
内
容　
交
流
ス
ペ
ー
ス
、
展

　
　
示
ス
ペ
ー
ス
、
多
目
的
ホ
ー
ル

指
定
管
理
者
の
行
う
業
務

・
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
業
務

・
施
設
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業

務
・
管
理
運
営
上
、
市
長
が
必
要
と
認

め
る
業
務

②
本
庄
市
ふ
れ
あ
い
の
里
い
ず
み
亭

　
山
村
振
興
と
都
市
と
の
交
流
を
図

る
た
め
の
施
設
で
、
地
域
資
源｢

そ

ば｣

を
中
心
と
し
た
生
産
振
興
活
動

等
を
行
い
、
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

施
設
概
要

○
所
在
地　
児
玉
町
河
内
２
０
９
―
1

○
設
置
時
期　
平
成
16
年
４
月

○
構　
　
造　
木
造
平
屋
建

○
敷
地
面
積　
２
、
５
９
７
．
１
６
㎡

○
建
物
面
積

　
交
流
施
設　
１
７
８
．
８
６
㎡　

　
倉
庫
棟　
　
　
７
０
．
３
８
㎡　

○
施
設
内
容　
交
流
施
設（
体
験
室・

食
堂
・
厨
房
・
事
務
室
・
ト
イ
レ
）、

倉
庫
棟
（
車
庫
兼
乾
燥
室
、
保
冷

庫
室
、
製
粉
施
設
等
作
業
場
）

※
埼
玉
県
特
別
栽
培
農
産
物
利
用
店

で
す
。

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

・
地
域
の
農
林
水
産
物
等
の
生
産
振

興
及
び
直
売
活
動

・
地
域
の
農
林
水
産
物
の
加
工
及
び

販
売
活
動

・
地
域
資
源
を
活
用
し
た
体
験
交
流

活
動

・
施
設
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業

務
・
管
理
上
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認

め
る
業
務

《
①
②
共
通
》

指
定
期
間　
平
成
31
年
４
月
１
日
～

平
成
36
年
３
月
31
日
（
５
年
間
）

申
請　
８
月
９
日
㈭
～
24
日
㈮
の
土

日
休
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午
後

４
時
30
分
ま
で
に
事
前
連
絡
の
う

え
直
接
左
記
へ
（
持
参
の
み
）

※
募
集
要
項
等
は
、
７
月
２
日
㈪
か

ら
20
日
㈮
ま
で
左
記
で
配
布
。

現
地
説
明
会

　
現
地
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

実
施
日　
①
７
月
24
日
㈫
、
②
７
月

31
日
㈫

★
①
市
民
活
動
推
進
課
施
設
運
営
係

☎
㉒
０
８
２
８(

は
に
ぽ
ん
プ
ラ

ザ
内)

、
②
農
政
課
（
市
役
所
４

階
）
☎
㉕
１
１
７
６




